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【水質検査計画とは】

水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理に

おいて基本となるものです。
この水質検査を、「どの場所で」「どのような項目について」「どれくらいの頻度で」行うかなどについて、

その根処とともに表したものが、水質検査計画です。   i              ′  |

上下水道課では、市民の皆様により安心して水道水をご利用いただくため(水道法施行夫兄Rll第 15条
第6項に基づき「令和 6年度伊予市水道水質検査計画」を策定いたしました。この計画を水質管理の中

核とし、適正な水質検査を行い、安全でおいしい水道水の供給に努めていきます。
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1 基本方針

(1)検査地点

水質検査は、水質基準が適用される給水栓 (蛇日)及び水源地の原水としま丸

(2)検査項目     ―

水質検査は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等、検査計画に位置付けるこ

とが望ましいとされている水質管理目標設定項目及び、お客様に供給されている水道水がより

安全で良質であることを確認するために伊予市が必要と判断した項目について行います。

(3)検査頻度

検査頻度について、水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は、給水

栓で毎日行います。

水質基準項目検査は、概ね月 1回以上行うこととされている項目については月1回、その他

の項目については、概ね3ヶ月に 1回行います。

2 水道事業の概要

(1)上水道

上水道は、伊予地区及び上灘地区にて運営しており、伊予地区においては森浄水場・宮下浄

水場の2施設が、上灘地区においては小網浄水場 。上灘浄水場の2施設が不家l動 しています。そ

れぞれ水源より取水した原水を浄水し各西詠 池に送つた後、配水管を通じて皆様に給水してい

ます。

1)給水の状況

上水道の給水状況は、下表のとおりとなつていま坑

(令和4年度末チ兄在土l

区  分 内  容

給水区域 伊予地区・上灘地区

計画給水人口(人) 38, 230

給水人口(人l 31, 300

給水戸数 (戸) 13, 771

計画 1日 最大給水量 (♂) 17, 900

1日 最大給水量 (∬) 12, 878

1日 平均給水量 (♂) 10,830

1人 1日 平均給水量 ② 346
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浄蜘 期名 森浄水場

宮下浄水場

(通水年月 :平成 24年 7月 )

婉 地 人倉水源地 宮下水源地

通水年月 昭和 31年 4月 昭和 43年 4月 昭和 53年 4月 平成 13年 4月

水 源

木林)|1伏流水

地下水
地下水俄 井力 地下水俄 井⊃ 地下水(浅井司

給水能力 (m,//日 ) 2, 800 6, 500 5, 000 3, 000

浄水処理方法

急速ろ過、膜ろ過

滑陛炭ろ過

塩素消毒

塩素消毒、膜ろ過

主な給水区

森、本郡、尾崎、

中村の一部

両沢、上唐)||く 下唐)ll、 大平、三秋、三島町、市場、稲

荷、上割 ||、 米湊、灘町(湊町、下訂 ||、 下三谷(上三

谷、上野、宮下、人倉

2)浄水施設概要

〔伊予地園

〔剛 囲

浄水期 ±0名 小網浄水場 上灘浄水場

通水年月 平成 18年 4月 平成 29年 9月

水 源 地下水餅 刃 表流水 。伏流水・湧水

給水能力 (m3/日 ) 120 680

浄水処理方法 塩素消毒、膜ろ過 塩素消毒、膜ろ過

主な給水区
双海町高野川、双海町上灘、双海町高岸及び双海町大久

保の一部

(2)簡易水道

簡易水道は、中山地区、双海地区で5事業を経営しており、中山地区に4簡易水道、双海地

区に 1簡易水道があります。これらの施設は緩速ろ過や膜ろ過等の浄水処理をした後に塩素消
毒処理を行ない、酉詠 池、西勤く管を通じて皆様に給水しています。

1)給水の状況

簡易水道の給水状況は、下表のとおりとなっています。

(令和4年度末丁兄在)

簡易水道事業名 中山簡易水道 佐礼谷簡易水道 村中簡易水道 永木簡易水道 豊田簡易水道

給水区域

泉町・豊岡・東

Щ 福元・P日前・

添賀の一部

上長沢・下長沢・

竹之内・榎峠 :

日浦・源氏・赤海

坪之内・犬寄

村 中
永木 福住

鰊

上浜・下浜・

日喰の一部

奥西の一部

計画給水人口(人) 82101 717 136 864 961

給水人口 (人 ) 792 507 44 176 602

計画 1日 最大給水量(a 999 239 71 177 463
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2)浄水施設概要

主要浄水施設の位置

!た督ど重I

|と慇 亀〕

鶴 艤 〕| (1 ;き

箋き含と言とζ I

浄水斃
榎峠浄水場

(中 山簡水)

豊岡浄水場

(中 山簡水)

佐礼谷浄水場 村中浄水場 永木浄水場
奥西浄水場

(豊田簡ァkl

水 源
中山サ||

伏流水

地下水

(浅井戸
~)

中山サ||

表流水
湧水

地下水

(浅井刃

豊田川

表流水

給水能力

(m,//日 )

710。 8 288. 2 239 71 177 463

浄水処理方法 緩速ろ過 1莫ろ過
緩速ろ過

滑臨炭ろ過
緩速ろ過 緩速ろ過

急速ろ過

滑L炭ろ過

k組
隠 鯉 甲 1讐「
計E皓ぷ入9が101八μ上で
-0人 以下であるも

―

田Bホ磨
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3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況               _
(1)水源の状況 ■

水源の水質は、上水道及び簡易水道ともに概ね良好な状況であり、国が定めた水質基準を
: すべて下回つています。

今後も、水質汚染源等の情報収集に努め、水源の水質変化の監視をよリー層強化するとと
もに、周辺域の環境にも注意を払います。

(2)上水道の状況                     ｀

1)胞                           )
表流水の水質は、降雨時等の影響により変動しますが、適切な浄水処理を行うため常に水質を

管理し対応しています。クリプトスポ)ジゥム対策も膜ろ過施設め導入によりできています。ま
た、平成 19年度より脅陛炭ろ過施設の稼動に伴い臭気物質の除去対策もとれるようになりまし
た。

2)宮下浄水場 (高瀬、人倉、宮下水源期 、

原水の水質は、安定した良好な状況です。
クリプトスポリジウム対策として、濁度及びクリプトスポリジウ本の検査を定期的に行い対応し

ています。また、3水源を集約した膜ろ過施設の官融 場が平成 24年 7月 に完成し、今まで以上
に、市民の皆様今安定したより安全で良質の水を供給することができるようになりました。

高瀬水源地 宮下水源地 人倉水源地
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宮下浄水場

3)上灘浄水場 (仲之官水源地 他)    |
双海町上灘地区において4簡易水道及び水道未普及地区の統合整備事業が完了し、平成29

年度供用開始しております。

原水の水質は、安定した良好な状況です。

クリプ トスポリジウム対策として、濁度及びクリプトスポリジウムの検査を定期的に行い対

応しています。上灘浄水場の完成により、市民の皆様
^(安

定したより安全で良質の水を供給

することができるようになりました。

上灘浄水場
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4)ノ陣 場   !

原水は、螂 キキの伏流水を取水しており、水質は安定した良好な状況です。 )
クリプトスポリジウム対策として、濁度及びクリプ トスポリジウムの検査を定期的に行い対応して

いますもまた、平成 19年に小網浄水場が完成し、膜ろ過施設を導入したことにより、今まで以上に、
市民の皆様へ安定したより安全で良質の水を供給することができるようになりました。

万湘浄水場

(3)簡易水道の状況   `        、

簡易水道は、河川自流水、伏流水、地下水 (浅井戸)、 など5簡易水道事業に6浄水場施設、
6箇所の水源から取水しています6-部の水源は、原水の水質が降雨時等の影響により変動しま
すが、それぞれ緩速ろ過、急速ろ過及び膜ろ過施設により適切に浄水処理を行うため常に水質を
管理し対応しています。

｀

′
奥西浄水場      J

4 採水地点,検査項目,検査頻度及びその理由

豊岡浄水場

(1) 採水場所 l丹町紙 1)

B鵬
                       

十

配水系統ごとに、上水道13地点、
―
簡易水道5地点の合計 18地点を設定し定期検査を行い

ます。    ィ・
卜

毎日検査につぃても、同様に市内18か所で検査を行います。

日 水源地の原水及び配水

原水については、水源水質を確認するために、それぞれの水源の取水井で検査を行います。
濁度に関しては、上水道水源地に設置している高感度濁度計により水質に異常がないか 24

時間連続して監視を行うほか、水道課事務所で主な簡易水道施設の水質監視を行ないます。
また、主な配水池8か所や簡易水道の浄水場に設置している残留塩素濃度計で、残留塩素

濃度を監視しま丸

7
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(2) 検査項目及び検査頻度

平成 27年 4月 1日 よリー部改正施行された水質基準に関する省令に基づく水源の状況や過

去の水質検査結果(P13表 3-1～P16表 3=4)により、検査項目及び検査頻度を適正に計画

して水質検査を行いま現

検査項目

検査の種類 項目数 内  容

毎日検査 . 3 色、濁り、消毒の残留効果の検査

水質基準項目 51

水道水が備えるべき水質上の要件で、人の健康を確保する

ために、また生活利用上障害を生じさせないために定めら

れたもの

水期 目標設定

項目
27

将来にわたり水道水の安全l生を確保するために、水質基

準を補完する項目として、環境中に検出されるものや、

今後、水道水から検出される可能陛があるものなどを定

めたもの (伊予市では、必要に応じて検査します。)

水質基準項目

徹易項目検査l

13
水道水の毎月検査で、省略不可な項目で、飲料水に欠か

せないもの

毎日検査

1日 1回(給水栓において、色、濁り、残留塩素の検査を行います。

J毎月検査

lヶ月に1回、給水栓において、水道法に定められた省略不可の水質基準項目の9項目と

地下水の水質監視に重要な4項目の下記 13項目を検査します。

また、クリプトスポリジウムの指標である指標菌 (大腸菌・嫌気L芽胞菌)の検査を行い

ます。

〔
珊 田菌,大腸菌,塩化物イオン,印   (全槻 素量TOC),pH値,味,臭気,色 ,

濁度,鉄,マンガン及びその化合物,亜硝酸態窒素,硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ]

水質基準項目lPll表 1)

3ヶ 月に1回、給水栓において(水質基準項目 (新規項目4項 目・省略不可能項目21項
目・鉄、マンガン及びその化合物)について検査を行います。

また、年に1回、給水栓において水質基準項目51項目の水質検査を行い、併せて、原水

の水質検査を、水質が最も悪化する時期を考慮し行います。

水質管理目標設定項目(P12表 2)

水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可含Bl生があるなど、水質管理上留意

するべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、水質基準に準じ、必要

な項目について水質検査を行います。
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検査頻度と検査場所

検査の種類 麟 検 査 場 所

毎日検査 毎日1回 上水道及び各簡易水道施設に 1箇所給水栓

水質基準項目13項 目 月 1回 上水道 13箇所、簡易水道 5箇所の給水栓

水質基準項目31項目 年 3回 上水道 13箇所、簡易水道 5箇所の給水栓

水質基準項目51項目 年 1回 上水道 13箇所(簡易水道 5箇所の給水栓

水質基準項目39項目 年 1回 (原水) 上水道水源地 10箇所、簡易水道水源 6箇所

水館 理目標設顧 目 年 1回 上水道浄水、原水 (簡易水道は必要に応じて)

指標菌検査 年 12回 上水道、簡易水道水源

クリプトスポリジウム 随 時

5 水質検査方法           !       '

採水については、上下水道課職良が行い、水質検査 。成績表の発行の業務を水道法第 20条第 3

項による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。

なお、令和 5年度は厚生労働大臣登録機関である株式会社東洋技研に委託しました。

6 臨時の水質検査

ヽ 水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給
水栓の水で水質基準値を超えるおそれがある場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じて水
源、浄水場及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。

原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。

魚が死んで多数の浮上があるとき:

臭気等に著しい変化が生じるとき。

臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の水の

安ハニl性が確認されるまで行います。
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7 水質検査計画及び検査結果の公表

安全でおいしい水を提供するために、公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結

果を市広報及び本―ムページで公表し、市民の皆様からご意見をいただいて、次年度以降の水質

検査計画の見直しに反映させるとともに、より安全で安心できる水道を目指します⑤

お客様

8 関係者との連携

水源等で水質汚染事故が発生した場合、伊予市環境政策課、愛媛県中予保健所等と情報交換を図

りながら現地調査を行い、必要に応じて水質検査を行います。

また、水質汚染事故に素早く的確に対応できるよう(水質検査委託機関との連携に努めます。

伊予市上下水道課に|
る水質検査計画の策定

検査の実施

検査の評価 (結果)

伊予市上下水道課
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水質検査計画

表1 水質基準項目 (51項 目)

水 質 基 準 項 目
基 準 値
(mg/L)

過去3年間の検査
結果による最大
値 俯g/Ll※ 2

く水道法に基づ
検査の回数 検査の観

蜘
酸 設 定 理 由 等

1 朝 噛 lllll個以下 2 12,V年 12,V年

2 刺霧群 検出さ耐まいこと 不検出 12回年 12[V年

3 カドミウム及びその化合物 0003以下 ※3 00003未満 4M年 省略可 1巨y年

4 水銀及びその化合物 001X)5以 下 001)005未 満 4回/年 省略可 1回/年

5 セレン及びその化合物 001以下 0001未満 4M年 省略可 1巨ν年

6 鉛及びその化合物 001以下 0.001未満 4V年 省略可 1[V年
7 ヒ素及びその化合物 001以下 0001未満 4回年 省略可 1回年

8 六価クロム化合物 002以下 ※8 90∽ 納 4M年 省略可 4阿年

9 噛 筆 ※5 004以下 0004未満 4口年 4V年
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 001以下 0001未満 4阿年 4匝年

11 硝駿態窒素及蝉 10以下 37 4阿年 12 EW年

12 フッ素及びそのイヒ合物 08以下 012 4回/年 省略可 lM年
13 ホウ素及びその化合物 10以下 015 4M年 不可 4匝年

14 四塩化炭素 0002以下 00002未満 4M年 省略可 1回/年

15 1,牛ジォキサン 005以下 0,005未満 4M年 不可 4M年

16 海チξピ筆こ手チレン及びトランスi 004以下 0002未満 4財年 省略可 1[V年

17 ジクロロメタン 002以下 0001未満 4已年 省略可 1[V年
18 テトラクロロエテレン 001以下 0.0(X)3未満 4M年 省略可 1[y年
19 トリクロロエテレン 001以下 釉 0001未満 4匝年 省略可 1[V年

20 ベンゼン 001以下 0001未満 4回/年 蝕 可 1回/年

安全臨購認のため

安全睦確認のため

辛肖衰覇可」〕)謗勿

21 熙 06以下 0 45 4阿年 不可 4匝年

22 クロロ酢酸 002以下 0 002 ЯR澪塩 4M年 4回年

23 クロロホルム 006以下 0 036 4阿年 4回/年

24 ジクロロ酔酸 α03以下 ※6 0 005 4M年 4M年
25 ジブロモクロロメタン 01以下 0 006 4町年 4M年
26 臭素酸 001以下 0,001未満 4団/年 不 可 4M年
27 総 トリハロメタン 01以下 0,058 4M年 4M年
28 トリクロロ酢酸 0,03以下 ※7 0009 4回年 4,W年

29 プロモジクロロメタン 003以下 0016 4財年 4Eツ年

30 ブロモホルム 009以下 0002 4阿年 4M年
31 ホルムアノしゲ ヒド 008以下 0011 4M年 4國年

消毒副御戎物であ
確認のため

り、安全l生

32 亜鉛及びその化合物 10以下 0 009 4恒V年 省略可 1ほV年
33 アルミニウム及びその化合物 02以下 0,11 4町年 不 可 4M年
34 夢゙もあ宅て」臣て争(π)イ魃ぞ渤 03以下 003納 4回/年 省略可 12[V年

35 鍛 0にそ(ア)化ぞ渤 10以下 0 02 4阿年 省略可 1巨V年
36 リートリウム及びその化合物 200以下   | 17 4口年 省略可 lM年
37 マンガン及びその化合物 005以下 0006 4M年 省略可 12[V年

38 塩他物イオン 200以下 16 4 12担V年 12[V年

39 カルシウム、マグネシヴアム等 囮 300以下 907 4匝年 省略可 1匝年

40 示発残留物 500以下 154 4回/年 省略可 lEV年
41 1套イオン界面活性剤 02以下 002未満 4団/年 省略可 1回/年

↑蜘 のため

42 ジェオスミン 001X101以下 0 000001 晃 掛 1阿月 発生時 1回

43 2メ チルイツボルオ、オ‐ル 001X101以 下 0000001未満 亮/判寺11亘y)司 発伽時 1回
藻類が発生する時期イこ検査

44 非イオン界面活lttl 002以下 0005未満 4回年 4M年
45 フェノール類 0005以下 001X15未 満 4回年 4M年

″隆快賄認のため

46 右機物時 (全有機炭素 徹つ の動 3以下 14 12回/年 12[V年

47 pH値 58～86 79 12町年 12[V年

48 味 異常でないこと 異常なし 12回/年 12[W年

49 臭 気 異常でないこと 異常なし 12[V年 12E年
50 色 度 5以下 2 12回年 12ロツ年

51 濁 度 2以下 0 1ラ末茸晰 12[V年 12財年

師 のため

04 003 4

※2 過去3年間と
`k伊

予地区の平成 3(l年度～令和2年度の険査結果で丸 ※7 ポ薙慰働ミ02以科 ち O (H2741)
※3 ポ質基攀が001以下から0(X13以下I弓釘ヒ (「12240                  ※8 フk質理 Fが 005以下から002以下に朗 ヒ(R241)
※4 水

F買
騨 がα03以下から001以弔邸釘ヒ(F1234り

※5 平成?6年 4月 σ)フk質と牛― `こ
より、「9輌贈駒憔箋掏 が日標設定項日から水質基準項ロイ罰勤‖されまし亀
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表2 水質管理目標設定項目

項  目 目 標 値 健 勤 難

1 アンチモン及びその化合物 0.02m g/L以下 原水、給水栓年 1回

2 ウラン及びその化合物 0 002m g/L以下 (暫a 原水、給水栓年 1回

3 ■ッケル及びその化合物 002m g/L以下 原水、給水栓年 1回

4 肖J 除 肖」 除 肖1除

5 1,2言ジクロロエタン 0 004m g/L以下 原水、給水栓年 1回

6 削 除 肖げ 除 削 除

7 肖け 除 肖U除 削 除

8 トルエン 04m g/L以下 原水、給水栓年 1回

9 フタル酸ジ 12‐工カレヽキラ9レ) 0.08血 g/L以下 原水、給水栓年 1回

10 亜塩素酸 0おmg/L以下 給水栓年 1回

11 肖J除 肖J除 削 ヽ
除

12 軌 化J室急ぢ諄ミ 0,6m g/L以下 給水栓年 1回

13 ジクロロアセ トニトリル 0,01m g/L以下 (暫a 給水栓年 1回

14 抱水クロラール 0.92m g/L以下 (暫a 給水栓年 1回

15 騨     (19不 重毒動
検出値と目標値の比の和として

1以下
原水年 1回

16 残留塩素 lm g/L以下 給水栓年 1回

17 カルウム、マク1釉ウム等 (硬度) lom g/L以 上 100m g/L 原水、給水栓年 1回

18 マンガン及びその化合物 0,01m Ё/L以下 原水、給水栓年 1回

19 遊離炭酸 2o五 g/L以下 原水、給水栓年 1回

20 1)町 1-トリクロロエタン 0.3m g/Lけ大下 原水、給水栓年 1回

21 メチlレ =t―フ
ヾ
チlレ■―テル 0.02m g/L以下 原水、給水栓年 1回

22 有機物 騨 ヽ
｀
ン酸力)ウム消費3 3m g/L以下 原水、給水栓年 1回

23 臭気強度 lTONl 3以下 給水栓年 1回

24 蒸発残留物 30m g/L～200伍 g/L 原水、給水栓年 1回

25 濁度 1度以下 原水、給水栓年 1回

26 pH値 7. 5尭訓支 原水、給水栓年 1回

27 腐食′性 (ラ ングリア棚 二1程度以上、極力 0に 原水、給水栓年 1回

28 従属栄養細菌 2000以下 (暫0 給水栓年 1回

29 1,1-デ クロロエチレン 0.lm g/L以下 原水、給水栓年 1回

30 アルミユウム及び化合物 狗レミニウムの量に関して0,lm g/二以下 原水、給水栓年 1回

31
ヾザヮ,′ォロォクル烈膨酸 lPFoS)

及び Fヽルフ,レオロオクタン酸 lPFOAl

PFOS及び PFOAの合計値として

0.00005hを /L以下
原水、給水栓年 1回

備考l         、

・曜霧勒知は、紺象農薬 101項 目の内、その地域の農薬の使用状況に応じて、検査項目を選定することになっています。

伊予市では、旧監視項目に該当する農薬を検査する予定で九

12



表3 水質検査結果

令和 5年度水質検査結果 (基準項目)(表 3-1)
令和 5年度中に行った毎月検査の結果は下記のとおりで九 これは、上水道伊予地区

4水源の検査結果 (4月 ～ 3月 )をまとめたものです。

水 質 検 査 項 目
基 準 値

(mg/L)

検 査 結 果

最大l直 最/JЧ直

1 鞘 噛 100個以下 64 0

2 効 齢 検出されない 検出せず 検出せず

3 カドミウム及びその化合物 0003以下 00003未満 00003未満

4 水銀及びその化合物 00005以下 001〕 005未満 001X)05未満

5 セレン及びそのイ働 001以下 0001未満 0001木満

6 鉛及びその化合物 001以下 0.001未満 0001未満

7 ヒ素及びその化合物 001以下 0001締 0001未満

8 六価クロム化合物 002以下 0002未満 0002未満

9 鵡 筆 004以下 0004未満 001)4赤満

10 シアン化蕨イオン及び塩化シアン 001以下 0001木商 0001未満

11 硝酸態窒索及び亜硝酸態窒素 10以下 310 0 80

12 フッ素及びその化合物 08以下 011 0 09

13 ホウ素及びそリヒ合物 10以下 02 0,1ラ木ギ賄

14 四塩イ隣 0002以下 000(12未 満 00002納
15 1,牛ジオキサン 005以下 0.005未満 0005未満

16 シス 1,歩 ジクロロエテレン及び トランス 1,歩ジクロロエチレン 004以下 0004未満 00(〉4赤満

17 ジクロロメタン 002以下 0002未満 0!002舅〔渭塩

18 テ トラクロロエチレン d01以下 0001未満 0001ヌ鷺澪灯

19 トリクロロエチレン α01以下 0001未満 0001未満

20 ベンゼン 001以下 0 001功〔渭瑚 0001未満

21 脚 06以下 012 006ラ 誦ヽ埼

22 クロロ酢酸 002以下 0002未満 0002未満

23 クロロホルム 006以下 0018 0 001舅 R澪埼

24 ジクロロ置駿 0.03以下 0003未満 0 003男 淵ヽ笥

25 ジブロモクロロメタン 01以下 0 003 0 001

26 靱 0,01以下 0.001男〔澪灯 0001ラ雨簡

27 総 トリハロメタン 01以下 0 030 0 002

28 トリクロロ酢酸 003以下 0 005 0003未満

29 ブロモジクロロメタン 003以下 0 009 0001木商

30 プロモホルム 009以下 0 003 0001未満

31 ホルムアルゲ ヒド 008以下 0008未満 0008未満

32 亜鉛及びその化合物 10以下 0 1ラ末請寄 01未満

33 アルミニタム及びその化合物 02以下 0 03 002未満

34 鏃 C路の化物 0,3以下 0 03〕R部苛 003未満

35 触 C唯リ ヒ物 10以下 0,1納 0 1ラ キヽ苛

36 ナトリクム及びその化合物 200以下 17 3 133

37 マンガン及びその化合物 005以下 0005未満 0005未満

38 塩化物イオン 200以下 21 1 96

39 カルシウム、マグネシウム等 l硬向 300以下 872 769

40 蒸発残留物 500以下 177 152

41 陰イオン界面活l生却l 02以下 002未満 0磁 納

42 ジェオスミン 001X101以 下 00∞001未荷 00(X10飢 納

43 2メ テルイノボルイ、ガール 0.lllX101以 下 001X)001未l商 0,000001未 満

44 非イオン界面活性剤 002以下 0005未満 0.005舅鸞古

45 フェノ=ル類 0005以下 00005未満 00005未満

46 翻 膠 争 (讐湖 様 lttlの コ 3以下 13 03未満

47 ,H値 58-86 75 70

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし

49 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

50 鍍 5以下 08 05未満

51 般 2以下 01未満 0 1納

13



8-

人合水源 宮下水源森水源 高瀬水源

最大値R3年度

最大値

R4年度
最大値

R5年度

最大値

R3年度

最大値

R4年度

最大値

R5年度

最大値
R3年度

最大値

R4年度
最大値

R5年度

最大値

R3年度

最大値

R4年度

最大値

良5年度

最大値

1 1 1 1 64 641 1 1 2 1 0 2 2

給 ‖十 ず 給 出 十 ず ホヤき出せず給 出 廿 ギ 給 出キ■ず 給 出十ず 給 トドせず オ全出せず 給出せず 検出せず2 給出せず 検 出 せ ず 検出せず

α(X鵬飛ィ宅 0蜘 ll曲 ααηレヽ 潜 ll α翔レ
～
濯 Oα ttι未挿3 (lα拗した遭 ll αBレk潜 ll蜘 ll∞ 隠乗

`士
α00CGttl著 ll∞ e8煮i' l10003為言

()a掻 4ラ鷺溜 (llX鵬未ィ歳 ll翰omばh剤 ll α拗旺ラ鴬稽 ααЮαラk潜 ll嚇 ll曲 ll蜘 ll tttレkイ干4 ll蜘 αO“眠ラ罵聘 l19開 d球静

0 0ol夫浦 0001夫満 0001夫満 0001未満 0001未満 0001未満o o01夫 満 0001夫濡 o o01未満 0001夫満 0001未満 OЮ01未満 0001未満5

oool夫浩 0001夫満 o001未満o ool芙 蒲 0001夫満 0001夫満 0001夫満 0001未満 0001未満 0001未満6 0001未 満 0001未満 0001未満

o ool夫溝 0001夫満 o o01未満 0001未満 OЮ01未満 0001未満 0001未満7 0001未 満 0001夫満 o001未満 0001未満 0001未満 0091未満

OЮ02夫満 0002夫満 0002未満0002芙 溝 01002夫 満 OЮ02未満 0002未満 OЮ02未満 0002未満 0002未満8 0002未満 0002未満 0002未満

0004夫満0004夫浦 OЮ04夫満 0004未満 0004未満 OЮ04未帝埼 0004未満9 0004夫満 0004夫満 0004未満 0004未満 0004未満 OЮ04未満

o001夫満 oo01夫満 0001未満o ool夫 満 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満10 0001未満 0001未満 OЮ01未満

3.13_1 2.8 3.0 3.1 2,8 3.111 2.5 1.2 3.1 3.1 2.6 3.1

0.11 0.1 0,110_11 0.11 0.11 0.11 0.11 0,09 0.1112 0.09 0.1 0.1
0.20.06 0.06 01夫満 0.06 0!06 0,1未満13 0.14 0.13 0.2 0,06 0.06 0,1未満

ocnfル鷲諧 〔l∝瑠捗k泄 ll∞ 2未t平 (l(Ю Cク未
`l

α― 来ィツ ll蜘 ll α迎彦k漕 αは 瘍 韻 0鬱 齢 ll αね″k濯14 ll α拗勝代漕 α∝cttl科 ll α泡歩ヽ済

0005夫淋 0005未溝0005夫満 0005夫満 0005夫満 0005未満 0005未満 0005未満15 0005未 満 0005未満 OЮ05未満 0005未満 0005未満

0002夫満 OЮ02未満 0004未満 0004未満0002夫滴 0004夫満 0002未満 0002未満 0004未満 0002未満 0002未満 0004未満16 0002未満

0002夫浩 0002未滞0002夫淋 0001未満 O o01夫満 0002未満 0001未満 OЮ01未満17 o001未満 0001未満 OЮ02未満 0001未満 0001未満

oうol夫満 ll(XIXJ未 ィ書 ll醐 0001未満 0001未満oo01夫 r市 ll αXB未ィ評 l)蜘 0001未満 0蜘 ll αHラ鴬帯18 ll α拗じk濯

0001夫満 0001未満o ooと 夫 濡 0001夫満 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満19 0001未満 0001未満 OЮ01未満 0001未満 0001未満

o ool夫満 0001夫溝 0001未満 0001未満 0001未満o ool夫滴 oЮ01夫蒲 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満 OЮ01未満20 0001未満

0.07 0.3900F再芙 淋 o06美 滞 0.06 006ラに誦詣 Oj09 0.06 006未満21 0.20 0.39 0.12 0.06
0002夫 満 0002未満 0002未満 0002未満 0002未満0002夫稀 0002夫ィ需i 0002未満 0002未満 0002未満 OЮ02未満 0002未満22 0002未満

oool夫満 0001未満 0.0260001夫 浦 OЮ01夫
`「

飾 0001夫満 OЮ01未満 0,002 0001未満23 0.020 0:026 0.018 0001未満

o ooむ 夫浩 0(103夫満 0003未満 0003未満 OЮ03未満 0003未満0003夫 浦 0003夫満 0003未浩 0003未満 0003未満 0003未満 0003未満24
0.002 0.002 0.0040.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0,00225 0.003 0,003 0.003 0,002

o001夫満 0001夫満 0001未満 0001未満 OЮ01未満 0001未満26 o ool夫 満 0001夫満 0001未
`君

i 0001未満 0001未満 0001未満 0001未満

0_005 0.004 0.0380.006 0.004 0.007 0.008 0.009 0100427 0.030 0.038 0.030 0,004
0003夫満 0003未満 0003未満 0003未満 0003未満 0.0082R 0.008 0:004 0.005 0003未満 0003未満 0003未満 0003未満

0.001 0.001 0.010.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.00129 0.008 0.01 0,009 0.001
01002 0.003 0.001 0.002 0:002 0.00330 0.001 0001夫満 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002

0008夫満 0008夫満 0008未満 0.0110_011 0008未満 0008夫満 0008未満 0008未満 Ob08未満31 0008未満 0008未満 0008未満

0_0080005夫満 0005未満 o_1夫満 0.005 OЮ05未満 0.1未満32 0005夫 満 0005夫満 ol未満 0.008 0.007 0,1未満

o01美滞 001夫 浦 002夫満 0.08o ol美淋 o ol夫溝 002夫満 o ol夫満 001未満 002)に帝飾33 0.08 0.07 0,03
o oR美淋oo■ 美 垢許 003夫 淋 00R夫濡 003未満 003夫満 003未満34 OM夫 ィヽ若 0昭 夫 淋 oO]夫満 003夫満 003夫満 003ラk澪飾

0.01 001芙 淋 ol夫満 0.020_02 0.01 o_1夫満 o01夫溝 001未満 01未満35 001夫満 001末 ィヽ稿 o,1未満

1814 14 13.4 14 14 13.336 17 18 17.3 14 14 13,7
0005夫満 0005夫満 0005未満 0,0060.006 0005未満 0005未満 0005未満 0005未満 0005未満37 0005未満 0005未満 0005未満

21.115.4 18.5 19.4 15.5 18.5 20.038 15.6 19.9 21.1 15.5 18.5 20.0
69.0 77.1 76.9 95。 969.8 77.9 79.3 69。 2 76.7 77.739 8519 95.9 87.2

180138 150 162 138 151 17240 154 180 177 140 156 152
00カ 夫 浩 002夫淋 002夫満 002夫満o02美 淋 002夫濡 002夫満 002夫満 002夫満 002未満41 002未満 002夫 ィヽ苦 0,02未 ィ`古

Qα Ymi乗 設ααXXX11未
`十

ll lX題 1抹守占 lllXXXXll縮 lllXXXX11未 r告 lllXXXXl輔42 (llXXIX11夫 1' ll(XXXX11ノ ミ帯 ll lXXXX11ラ鸞街 ll lXXXXll紺

ll(XXXX11未
`子

ll lXXXXl蹴 αlXXXX)抹l翌ll(XXXXl蹴 αl恵江li紬 ll αXXX11紬 ll(XXX〉 ):メ0前43 αlXXXX)し ヽ段 ll(XXXXllttl言

0 005潮0 005チ 3嵩 0005夫満 0002)に 帝飾 0 005メ 訥前 0005未満 OЮ02未満44 0 005乗r稿 0005夫満 0002未満 O O05未ィ占 0005未満 0002未満

oαぬレk満 ll的 (l αDttk消 ll αBレ
～
津α― 来

`干
ll蜘 ll曲 ll蜘 ll αDラ k濯 oO∞ 5k‖45 (lC憲ラ儲勝 ll∝ 0レkl議 ll蜘

1.60.5 0.4 0,6 0.5 0.3 0.646 1.2 1.6 1.3 0.5 1.1 0.6

7.3 7.2 7.3 7.4 7.97_7 7.5 7.2 7.3 7.3 7.3 7.347 7.9
塁 営 ′とヽ1フ 星 常 ′Flッ 塁 常 た 1ッ塁 昔 ′.ヽ 1′ 塁 常′■ヽ1ッ 異 常 澄 iン 異常′Hと し 異常なし 異常なし48 異 常′(ヽ し 異常た 1ッ 異常余し 異常なし

里 営 ノFI星 常 ′Fi´ 星 常 ナ■ヽ1´ 異 常 ′£1フ 異 常 ′£し 異常なし 異常なし里 昔 ′.ヽ 1タ 塁 常′rヽ 1ン 異 常 ′とヽ1ッ 異常なモフ異常なし49 異常なし

1夫濡 1夫満 05ラk'市 21夫濡 o_5ヲ〔指飾 1未満 1未満 0.5未満50 1 2 0.8 1未満
01芙満ol夫浩 ol夫満 o.1夫満 o.1未満 0,1未満 o,1未満51 ol夫 満 o_1夫浩 o.1未満 o.1夫満 0。 1未満 o,1未満
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番

号
項 目

基 準 値
m冨 /L 中 山 簡 水 佐 礼 谷 簡 水 村 中 簡 水 永 木 簡 水

1 =般細菌 100個 /mL以 下 1 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

3 カドミウム及びその化合物 0.003以 下 0,0003メ〔イ商 0.0003未満 0.0003未満 0,0003未満
4 水銀及びその化合物 0.0005以 下 0.00005未満 0.00005未満 0!00005)に 帝鯨 0.00005未満

5 セレンその化合物 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.003 0,001未満
6 鉛及びその化合物 0.01以下 0.001未満 0.001未 満 0.001未満 0.001未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01以 下 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満

8 六価クロム化合物 D.02以 下 0.002ラ代帝飾 0,002未 満 0.002未満 0.002未 満
9 亜硝酸態窒素 Э.04以 下 0,004未満 0.004未 満 0.004未満 0.004未 満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン Э.01以 下 0.001未満 0.001ラk帝飾 0,001未満 0.001未 満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 1.5 1.3 0.3 0.8

12 フッ素及びその化合物 018以下 0,08未満 0.08未満 0.08未満 0108未帝飾

13 ホウ素及びその化合物 1.0以 下 0.1未満 0,1未満 0:1未満 0.2

14 四塩化炭素 0,002以 下 0.0002未 満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0,05以 下 Э.005未満 0,005未 満 0.005夫満 0,005未満

16
シスー1,2-ジクロロエチレン及び
トランスー1 2-ジ クロロェチレン 0,04以 下 Э.004未満 0,004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02以 下 0.002未満 01002未満 0.002未満 0.002未 満
18 テ情″ ロロエチレン 0.01以 下 0.001未 満 0,001未満 0.001未満 0.001未 満

19 トリクロロエチレン 0.01以下 0.001未 満 0.001メ〔ヤ市 0.001未満 0.001未 満
20 ベシゼン 0.01以下 0.001未満 0.001未 満 0.001未満 0.001未 満
21 塩素酸 0.6以 下 0.06未満 0.06未満 0.23 0.10

22 クロロ酢酸 0,02以下 0,002未 満 0.002未 満 0.002未満 0,002未満
23 クロロホルム 0.06以下 0.007 0,007 0,001未満 0.002
24 ラψロロ酢酸 0.03以下 0,003未 満 0.004 0.00紡未満 0,003未 満
25 ジブロモクロロメタン Э。1以 下 0.001 0.001未 満 0.002 0,003
26 臭素酸 3.01以 下 0,001未満 0.001未 満 0.001未満 0.001未 満

27 総トリハロメタン Э,1以 下 0,012 0.011 0.003 0.008
28 トツクロロ酢酸 0.03以 下 0.003未満 0,004 0.003未満 0.003未 満
29 ブロ十ジクロロメタン 0.03以 下 0.004 0.004 0.001未満 0.003
30 ブロモホルム 0.09透双

~F
0.001未満 0.001未 満 0.001 0.001未 満

31 ホァレムアル舟 ド 0.08'双 可ヽ 0.008未満 0.008未満 0.008未満 01008未 満

32 亜鉛及びその化合物 1,0以 下 0,1未満 0,1未満 0.1夫満 0:1未満
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以 下 Э.02夫満 0,02未満 0.02未満 0.02未満
34 鉄及びその化合物 0,3以 下 Э.03未満 0,03未満 0.03未満 0.03ラk請飾

35 銅及びその化合物 1.0以 下 0.1未満 0。 1未満 0。 1未満 0,1未満
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 7.4 4.6 5.7 10.9

37 マンガン及びその化合物 0.05以下 0.005未 満 0.005未 満 0.005万k帝飾 Oi005未満
38 塩化吻イオン 200以下 10.6 6.9 64 16.4

39 カルシウム、マグネシウム等 300以下 61.5 62.9 125 104
40 蒸発残留物 500以下 90 105 182 173
41 解 オン界面指性剤 0,2以下 0,02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
42 ジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満 0!000001未満 0000001未満 0,000001未満
43 2-メチルイツボルネオール 9.00001,双 下 0000001未 満 0000001未 満 0000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 9.02以 下 0.002未 満 0.002未 満 0.002未満 0,002未満

45 フェノーノ噸 Э.005以下 0.0005未満 0.0005メこヤ蒜 0.0005未満 0,0005未満
46 有積す助 3以下 0.7 0.6 0.3未満 0.4

47 pH値 5.8六v8.6 7.7 7.7 7.9 6.8

48 味 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭気 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 鍍 5度以下 0.8 0.7 0.5夫満 0.5未満
51 濁度 2度以下 0.1未満 0。 1夫満 0.1未満 01夫濡

令 不白 5年 度 水 質 基 準 項 目 の 検 査 結 果 (簡易水道) (表 3-3)

※今回水質検査結果は令和6年 2月 に実施した水質検査のデータを記載しています。
検査内容については、基準値以内で異常はありません。
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番

号
項 目

基 準 値
mR/L

上水道

高野)I配水池

上水道
大栄配水池

上水道

本谷配水池

上水道

小網配水池
豊田簡易水道

1 一般知菌 100個 /mL以 下 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず ホ食出せず

3 カドミウム及びその化合物 0.003以 下 0,0003未満 0:0003未満 0,0003未満 0,0003未 満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005をス
~F

0.00005未 満 0.00005未満 0.00005券 ξイ古 0.00005未 満 0.00005未満

5 セレンその化合物 0,01以下 0,001未満 0.001未 満 0.001未満 0.001メξ平商 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0,01以下 0,001未満 0.001未 満 0,001未満 0.001未満 0,001未満

7 ヒ素及びその化合物 0,01以下 0,001未満 0.001ラk訴箭 0.001未満 0.001未満 0.001未 満

8 六価クロム化合物 0,02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未 満

9 亜硝酸態窒素 0.04以下 0.004未満 0.004未 満 0,004未満 0.004未満 0.004未 満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0,01以下 0.001ラ k垢賄 0.001未 満 0.001未満 0,001未満 0,001未 満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒索 10以下 1.2 1.2 1.2 1,3 1.2

12 フッ素及びその化合物 0.8以 下 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0,11 0,08未満

13 ホウ素及びその化合物 1.0以 下 0:1未満 0.1未満 0,1未満 0.1未満 0.1未満

14 四塩化炭素 0.002以 下 0.0002ラk訴賄 00002未満 0.0002未満 0.0002未 満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05以下 0.005未満 0.005珠こイ商 0.005未満 0.005未満 0.005未 満

16
シスー1,2-ジクロロエテレン及び
トランスー 1 2-ジクロロェチ レン

0,04以下 0,004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未 満

17 ジタロロメタン 0.02以下 0.002未満 0,002メモ辛商 0.002未満 0.002未満 0.002未 満

18 テトラクロロエチレン 0.01以下 0.001未満 0.001未 満 0.001未満 0,001未満 0001未満

19 トリクロロエチレン 0,01以下 0.001未満 0,001未満 0.001未満 o.001未満 0001未満

20 ベンゼン 0,01以下 0.001未満 0,001未 満 0.001未満 0.001未満 0.001未 満

21 塩索酸 0.6以 下 0.07 0.06未満 0.06未満 0.06 0.10

22 クロロ酢酸 0,02以下 0.002未満 0,002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未 満

23 クロロホルム 0,06以下 0.001 0,001 0.001 0.001ラ R渭廊 0.008

24 ラタロロ酢酸 0,03"ス
~F

0,003未満 0,003未 満 0.003未満 0.003未満 0.003未 満

25 ジブロモクロロメタン 0.1以 下 0.005 0,005 0.005 01002 0.002

26 臭素酸 0.01以下 0.001未満 0,001未 満 0.001未満 0.001未満 01001未 満

27 総トリハロメタン 0.1以 下 0,011 0.011 0.011 0.003 0.015

28 トツクロロ酢酸 0.03以下 0.003未満 0,003未 満 0.003未満 0.003未満 0.003

29 ブロモラタロロメタン 0.03以下 0,003 01003 0.003 0.001未満 0.005

30 ブロモホルム 0.09以下 0.002 0,002 0,002 0.001 0.001未 満

31 ホルムアルデヒド 0.08以下 0,008未満 0,008未 満 0,008未 満 0.008未満 0.008未 満

32 亜鉛及びその化合物 1.0以 下 0,1未満 0,1未満 0,1未満 0。 1未満 0.1未満

33 アノベユウム及びその化合物 0.2以 下 0,02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0,12

34 鉄及びその化合物 0.3以 下 0.03未満 0.03未満 0,03未満 0.03未満 0.03未満

35 銅及びその化合物 1.0以 下 0,1未満 0.1未満 0,1未満 0.1未満 0.1未満

36 ナトリウム及びその化合物 200以下 7.1 7.4 7.3 12.8 6.5

37 マンガン及びその化合物 0.05以下 0,005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未 満

38 塩化物イオン 200以下 9,0 9,1 8.9 10。 9 9。 1

39 カルシウムてマグネシウム等 300以下 53.9 54.9 54.8 52.6 62.0

40 蒸発残留物 500以下 104 98 112 124 117

41 眸云イオン界面活性剤 0,2以 下 0.02未満 0,02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0,00001以下 0:000001未 満 0.000001未満 o oo6ool未満 0.000001未 満 0,000001未満

43 2「メチルイツボルネオ=ル 0,00001以下 0,000001未 満 0.000001未満 0000001未 満 0.000001未 満 0,000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02以 下 0.002未満 0.002未 満 0,002未 満 0.002未満 0.002未 満

45 フェノ▼′し預 0.005ウス
~ド

0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未 満 o.ooo5未満

46 科 隻物 3以下 0.3未満 0.3 0.3未満 03未満 0.7

47 pH値 5。 8-8.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.4

48 味 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 窺 異常でない 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色度 5度以下 Э.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.0

51 濁度 2庁以下 Э_1夫満 0.1夫濡 0.1未満 o,1未満 0、 1未満

令 和 5年 度 水 質 基 準 項 目 の 検 査 結 果 (双海地区) (表 3-4)

※今回水質検査結果は令和6年 2月 に実施した水質検査のデータを記載しています。

検査内容については(基準値以内で異常はありません。
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